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第１章 総則 

第１条 東海大学大学院（以下「本学大学院」という。）は，東海大学建学の精神にのっと

り，専門分野における高度な学術の理論及び応用を教授研究し，その意義を認識すると

同時に，その深奥を究め又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び

卓越した能力を培い，文化の創造発展と人類の福祉に貢献することを目的とする。 

第１条の２ 本学大学院は，研究科又は専攻ごとに，人材の養成に関する目的その他の研

究教育上の目的を別表１に定め，公表する。 

第２条 本学大学院は，第１条，第１条の２の目的及び社会的使命を達成するため，教育

研究活動等の状況について，自ら点検及び評価を行い，その結果を公表する。 

２ 前項の点検及び評価を行うに当たっては，適切な項目及び体制を別に定める。 

第３条 本学大学院には，修士課程及び博士課程を置く。 

２  博士課程（総合理工学研究科，生物科学研究科，医学研究科を除く。）は，これを前期

２年（以下「博士課程前期」という。）及び後期３年（以下「博士課程後期」という。）

の課程に区分する。 
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３ 前項の前期２年の課程は，これを修士課程として取り扱う。 

第３条の２  削除 

２ 削除 

３ 削除 

４  削除 

第４条 修士課程及び博士課程前期は，広い視野に立って精深な学識を授け，専攻分野に

おける研究能力，又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越し

た能力を培うことを目的とする。 

第５条 博士課程及び博士課程後期は，専攻分野について研究者として自立して研究活動

を行い，又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその

基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

第２章 研究科，専攻等 

第６条 本学大学院に，次の研究科・専攻及び課程を置く。 

研究科名 専攻名 修士課程・博士課程の別 

総合理工学研究科 総合理工学専攻 博士課程 

生物科学研究科 生物科学専攻 博士課程 

文学研究科 

文明研究専攻 

史学専攻 

日本文学専攻 

英文学専攻 

コミュニケーション学専攻 

博士課程（前期・後期） 

観光学専攻 修士課程 

政治学研究科 政治学専攻 博士課程（前期・後期） 

経済学研究科 応用経済学専攻 博士課程（前期・後期） 

法学研究科 法律学専攻 博士課程（前期・後期） 

人間環境学研究科 人間環境学専攻 修士課程 

芸術学研究科 
音響芸術専攻 

造型芸術専攻 
修士課程 

体育学研究科 体育学専攻 博士課程（前期・後期） 

健康学研究科 健康マネジメント学専攻 修士課程 

理学研究科 

数理科学専攻 

物理学専攻 

化学専攻 

修士課程 

工学研究科 

情報理工学専攻 

電気電子工学専攻 

応用理化学専攻 

建築土木工学専攻 

機械工学専攻 

医用生体工学専攻 

修士課程 

情報通信学研究科 情報通信学専攻 修士課程 

海洋学研究科 海洋学専攻 修士課程 

医学研究科 

先端医科学専攻 博士課程 

医科学専攻 

看護学専攻 
修士課程 

農学研究科 農学専攻 修士課程 



生物学研究科 生物学専攻 修士課程 

第３章 修業年限，年度，学期及び休業日等 

第７条 修士課程及び博士課程前期の修業年限は２年，博士課程及び博士課程後期の標準

修業年限は３年，医学研究科博士課程にあっては４年とする。 

２ 修士課程及び博士課程前期にあっては４年，博士課程及び博士課程後期にあっては６

年，医学研究科博士課程にあっては８年を超えて在学することはできない。 

第８条 年度は，４月１日に始まり翌年３月 31 日に終わる。 

２ 前項において規定する年度の途中においても，学期の区分に従い，学生を入学させ及

び修了させることができる。 

第９条 １年度は，２学期に分け，原則として，春学期は４月１日より９月 30 日まで，秋

学期は 10 月１日より３月 31 日までとする。ただし，学長は授業の開始終了について，

変更することができる。 

第１０条 学生の休業日は，日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178

号）に規定する休日のほか，大学が定める期間とする。 

春期休暇  ２月 15日より３月 31日まで 

夏期休暇  ８月１日より９月 20日まで 

建学記念日 11 月１日 

冬期休暇  12 月 26日より翌年１月６日まで 

２ 前項における休業日について，学長は，臨時に変更及び臨時の休業日を定めることが

できる。 

第４章 定員 

第１１条 本学大学院の入学定員及び収容定員は，別表２のとおりとする。 

第５章 授業科目及び単位数 

第１２条 各研究科の専攻別授業科目及び単位数は，東海大学学修に関する規則（以下「学

修に関する規則」という。）に定める。ただし，総合理工学研究科，生物科学研究科の授

業は，時間制を適用する。 

第６章 履修方法及び単位算定基準 

第１３条 通常の授業については，45時間の学修を必要とする内容をもって１単位の授業

とすることを標準とし，原則として次の基準によって単位計算するものとする。 

(１) 講義・演習科目は，15 時間の授業をもって１単位とする。 

(２) 外国語科目は，30 時間の授業をもって１単位とする。 

(３) 実験，実習，実技科目は，30 時間の授業をもって１単位とする。 

(４) 修士論文・博士論文作成等の科目は，これらに必要な学修等を考慮して単位数を

定める。  

第１３条の２ 本学大学院が実施する遠隔授業科目については，前条に従い単位を与える

ことができる。 

第１３条の３ 本学大学院は，教育上特別の必要があると認めた場合には，夜間その他特

定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行う

ことができる。 

第１４条 学生は，大学の指定した期間に指導教員の指導のもとで当該学年における履修
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授業科目を選定し，受講を申請しなければならない。 

第１５条 指導教員は，その学生の本学大学院における修学研究一般及び論文の作成を指

導する。 

２ 研究科長が必要であると認めるとき，その所属学生に対し，所定の授業科目のほか，

当該研究科内の他専攻若しくは本学大学院他研究科又は本学学部に配置された授業科

目を指定し，これを履修させることができる。 

３ 前項による履修のうち，他研究科に配置された授業科目を履修させようとするときは，

学生の所属する研究科長は，当該授業科目が配置されている研究科長の承諾を得なけれ

ばならない。 

第７章 成績の評価及び課程修了の認定 

第１６条 授業科目履修の認定は，試験及びそれに準ずるものによって行う。 

２ 削除 

３ 削除 

第１６条の２ 本学大学院が教育上有益と認めるときは，原則として学修に関する規則に

定める本学大学院と協定を結ぶ他の大学院における学修を，本学大学院における授業科

目の履修とみなし，15単位を超えない範囲で研究科教授会の議を経て認定することがで

きる。 

第１６条の３ 本学大学院が教育上有益と認めるときは，学生が他の大学院又は研究所等

において必要な研究指導を受けることを研究科教授会の議を経て認めることができる。

ただし，修士課程の学生について認める場合には，当該研究指導を受ける期間は，１年

を超えないものとする。 

第１６条の４ 本学大学院が教育上有益と認めるときは，本学大学院に入学する前に本学

大学院又は他の大学院（外国の大学院を含む）の授業科目について修得した単位を，本

学大学院に入学した後の本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみ

なし，15 単位を超えない範囲で研究科教授会の議を経て認定することができる。 

第１７条 最終試験は，修士課程又は博士課程を修了するに必要な単位（総合理工学研究

科，生物科学研究科においては必要な受講時間）の全部を修得し，かつ，必要な研究指

導を受けた上，学位論文を提出した者について行う。 

第１８条 学位論文の審査及び最終試験については，東海大学学位規程に定める。 

第１９条 修士課程及び博士課程前期については，２年以上在学し，専攻する専門課程の

科目につき，必修・選択科目を通じて次の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受け

た上修士論文又はこれに代わる研究成果を指導教員を通じて研究科長に提出し，その審

査及び最終試験に合格した者を修了と認定する。ただし，優れた業績をあげた者につい

ては，１年以上在学すれば足りるものとする。 

研究科 文学 政治学 経済学 法学 
人間 

環境学 
芸術学 体育学 健康学 

単位数 30 32 30 32 32 30 30 30 

研究科 理学 工学 
情報 

通信学 
海洋学 医学 農学 生物学 

単位数 30 30 30 32 30 30 32 

２ 前項について修士課程及び博士課程前期の目的に応じ当該研究科教授会が適当と認め



るときは，特定の課題についての研究成果の審査をもって修士論文の審査に代えること

ができる。 

３ 第 15 条第２項による履修によって修得した単位については，10 単位を超えない範囲

で研究科教授会の議を経て，これを第１項の単位に含めることができる。 

４ 入学後に第 16 条の２及び第 16条の３による履修によって修得した単位については，

合わせて 15 単位を超えない範囲で研究科教授会の議を経て，これを第１項の単位に含

めることができる。 

５ 第 16 条の４により認められた単位数については，15 単位を超えない範囲で研究科教

授会の議を経て，これを第１項の単位に含めることができる。 

６ 第３項，第４項，及び第５項により認められた単位数の合計は，20単位を超えないも

のとする。 

７ 第 16 条の２，第 16 条の３及び第 16 条の４による単位認定を受けた者にあっては，

その修得に要した期間を勘案し，研究科教授会の議を経て１年を超えない範囲で修士課

程及び博士課程前期に在学したものとみなすことができる。ただし，修了に当たっては，

大学院に１年以上在学するものとする。 

第２０条  大学院博士課程については，５年（医学研究科にあっては４年）以上在学し，

専攻する専門課程の科目につき，必修・選択科目を通じて次の単位を修得し，かつ，必

要な研究指導を受けた上，博士論文を研究科長に提出し，その審査及び最終試験に合格

した者を修了と認定する。ただし，優れた研究業績をあげた者については，大学院に３

年以上在学すれば足りるものとする。 

研究科 文学 政治学 経済学 法学 体育学 医学 

単位数 40 46 48 48 46 30 

２ 修士課程を修了した者にあっては，当該課程における２年を在学期間に含めることが

できる。 

３ 修士課程を修了した者にあっては，当該課程において修得した単位のうち，博士課程

における研究に必要と認められたものについて，第１項の単位に含ませることができる。 

４ 第 15 条第２項による履修によって修得した単位については，10 単位を超えない範囲

で研究科教授会の議を経て，これを第１項の単位に含めることができる。 

５ 入学後に第 16 条の２及び第 16条の３による履修によって修得した単位については，

合わせて 15 単位を超えない範囲で研究科教授会の議を経て，これを第１項の単位に含

めることができる。 

６ 第 16 条の４により認められた単位数については，15 単位を超えない範囲で研究科教

授会の議を経て，これを第１項の単位に含めることができる。 

７ 第４項，第５項，第６項に加え，第 19 条第３項，第 19条第４項，第 19条第５項によ

り認められた修士課程及び博士課程前期における単位数の合計は,20 単位を超えないも

のとする。ただし，第４項及び第 19 条第３項により認められた単位数の合計は，10 単

位を超えないものとする。 

８ 第１項から前項の規定にかかわらず，学校教育法施行規則第 156 条の規定により大学

院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力が

あると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が，博士課程の後期３年の課程に



入学した場合の博士課程の修了の要件は，大学院に３年（専門職大学院設置基準第 18 条

第１項の法科大学院の課程を修了した者にあっては，２年）以上在学し，研究科が必要

と認めた授業科目について，次の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，研

究科長に博士論文を提出し，その審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在

学期間に関しては，優れた研究業績をあげた者については，大学院に１年（標準修業年

限が１年以上２年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては，３年から当該１年以

上２年未満の期間を減じた期間）以上在学すれば足りるものとする。 

研究科 文学 政治学 経済学 法学 体育学 

単位数 10 以上 ８以上 

８以上（ただ

し，指導教員

が指定する科

目の単位数を

含む） 

16 以上（た

だし，法科大

学院修了者は

８以上とす

る） 

16 以上 

第２０条の２  総合理工学研究科，生物科学研究科については，３年（専門職大学院設置

基準第 18条第 1 項の法科大学院の課程を修了した者にあっては，２年）以上在学し，共

同ゼミナール，専修ゼミナール各 30 時間を受講し，かつ，必要な研究指導を受けた上，

博士論文を研究科長に提出し，その審査及び最終試験に合格した者を修了と認定する。

ただし，優れた研究業績をあげた者については，大学院に１年（修士課程及び博士課程

前期の修了者にあっては,修士課程及び博士課程前期を含めて３年）以上在学し，各ゼミ

ナールについては 15時間以上受講すれば足りるものとする。 

第２１条 試験成績の評価及び合否は，次のとおりとする。 

(１) 授業科目についての評価は合，Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｅとし，合，Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃを

合格，Ｅを不合格とする。 

(２) 学位論文・研究成果及び最終試験については，合格，不合格とする。 

(３) 大学院に入学する前，及び入学後の本学における授業科目の認定に関する表記は，

原則として「認」とする。 

第２２条 教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は，第 19 条に定める修了の

所要単位のほか，教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147号）及び教育職員免許法施行規

則（昭和 29 年文部省令第 26 号）に定める単位を修得しなければならない。 

２ 大学院において免許状授与の所要資格を得ることができる教育職員免許状の種類及び

免許教科の種類は，次のとおりとする。 

免許状の種類 

研究科・専攻 

中学校教諭専修 

免許状免許教科 

高等学校教諭専修

免許状免許教科 

文学研究科 

文明研究専攻 

史学専攻 
社会 地理歴史 

日本文学専攻 国語 国語 

英文学専攻 外国語（英語） 外国語（英語） 

コミュニケーション学専攻 社会 公民 

政治学研究科 政治学専攻 社会 公民 

経済学研究科 応用経済学専攻 社会 公民 

法学研究科 法律学専攻 社会 公民 

人間環境学研究科 人間環境学専攻 
理科 

社会 

理科 

公民 



芸術学研究科 
音響芸術専攻 音楽 音楽 

造型芸術専攻 美術 美術 

体育学研究科 体育学専攻 保健体育 保健体育 

理学研究科 

数理科学専攻 数学 数学 

物理学専攻 

化学専攻 
理科 理科 

工学研究科 

電気電子工学専攻  
情報 

工業 

応用理化学専攻 理科 
理科 

工業 

建築土木工学専攻  工業 

機械工学専攻  工業 

海洋学研究科 海洋学専攻 理科 理科 

農学研究科 農学専攻 

生物資源科学

コース 
 

農業 

生命科学コー

ス 
理科 

生物学研究科 生物学専攻 理科 理科 

第８章 学位の授与 

第２３条 本学大学院の学位の種類は，その修了した研究科・専攻に応じて次のとおりと

する。 

大学院 

総合理工学研究科        博士（理学）・博士（工学） 

生物科学研究科          博士（理学）・博士（農学）・博士（水産学） 

文学研究科        

文明研究専攻       修士（文学）・博士（文学） 

 史学専攻         修士（文学）・博士（文学） 

 日本文学専攻       修士（文学）・博士（文学） 

 英文学専攻        修士（文学）・博士（文学） 

 コミュニケーション学専攻 修士（文学）・博士（文学） 

  観光学専攻        修士（観光学） 

政治学研究科          修士（政治学）・博士（政治学） 

経済学研究科          修士（経済学）・博士（経済学） 

法学研究科           修士（法学）・博士（法学） 

人間環境学研究科      修士（学術） 

芸術学研究科          修士（芸術学） 

体育学研究科          修士（体育学）・博士（体育学） 

健康学研究科        修士（健康マネジメント学） 

理学研究科           修士（理学） 

工学研究科           修士（工学） 

情報通信学研究科      修士（情報通信学） 

海洋学研究科        修士（海洋学） 

医学研究科 



医科学専攻        修士（医科学） 

看護学専攻        修士（看護学） 

先端医科学専攻      博士（医学） 

農学研究科         修士（農学） 

生物学研究科        修士（理学） 

２ 前項に定めるもの（人間環境学研究科を除く）のほか，専攻分野が学際領域等に係わ

るもので，当該研究科教授会が適当と認めたときは，「学術」と付記することができる。 

第２４条 学位の授与については，別に定める東海大学学位規程による。 

第９章 入学，退学，休学，再入学，復学，留学，転学 

第２５条 削除 

第２６条 修士課程及び博士課程前期に入学することができる者は，学校教育法第 102条

の規定により，次の各号の一に該当する者とする。 

(１) 学校教育法第 83 条に定める大学を卒業した者 

(２) 学校教育法施行規則第 155 条の規定により，大学を卒業した者と同等以上の学力

があると認められる者のうち，次の各号の一に該当する者 

イ 学校教育法第 104条第４項の規定により学士の学位を授与された者 

ロ 外国において，学校教育における 16 年の課程を修了した者 

ハ  外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することによ

り当該外国の学校教育における 16年の課程を修了した者 

ニ  我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における

16 年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校

教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定する

ものの当該課程を修了した者 

ホ 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，

当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価をうけたもの又はこれ

に準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において，修業年限

が３年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授

業科目を我が国において履修することより当該課程を修了すること及び当該外国

の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたも

のにおいて課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与

された者 

ヘ 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定

める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大

臣が定める日以後に修了した者 

ト  文部科学大臣の指定した者（昭和 28 年文部省告示第５号） 

チ 大学に３年以上在学し，所定の単位を優れた成績をもって修得したと本学大学院

が認めた者 

リ 本学大学院が，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力

があると認めた者で 22 歳に達した者 

第２７条 博士課程及び博士課程後期に入学することができる者は，学校教育法第 102条



ただし書きの規定により，次の各号の一に該当する者とする。 

(１) 修士の学位を有する者 

(２) 専門職学位を有する者 

(３) 学校教育法施行規則第 156 条の規定により修士の学位を有する者若しくは専門職

学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者のうち，次の各号の一に該当

する者 

イ 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

ロ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学

位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

ハ 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制

度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの

当該課程を修了し，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

ニ 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置

法第１条第２項に規定する 1972 年 12 月 11 日の国際連合総会決議に基づき設立さ

れた国際連合大学の課程を修了し，修士の学位に相当する学位を授与された者 

ホ 外国の学校，第３号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修

し，大学院設置基準第 16 条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し，

修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 

ヘ 文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第 118 号） 

ト 本学大学院が個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有する者

と同等以上の学力があると認めた者で 24 歳に達した者 

第２８条 医学研究科博士課程に入学することができる者は，学校教育法第 102条の規定

により，次の各号の一に該当する者とする。 

(１) 学校教育法第 83 条に定める大学の医学，歯学又は修業年限６年の獣医学，薬学を

履修する課程を卒業した者 

(２) 修士の学位を有する者 

(３) 学校教育法施行規則第 155 条の規定により，前号に定める者と同等以上の学力が

あると認められる者のうち，次の各号の一に該当する者 

イ 外国において，学校教育における 18 年の課程を修了した者 

ロ  外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することによ

り当該外国の学校教育における 18年の課程を修了した者 

ハ 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における

18 年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校

教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定する

ものの当該課程を修了した者 

ニ 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，

当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価をうけたもの又はこれ

に準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において，修業年限

が５年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授

業科目を我が国において履修することより当該課程を修了すること及び当該外国



の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたも

のにおいて課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与

された者 

ホ 文部科学大臣の指定した者（昭和 30 年文部省告示第 39号） 

ヘ 本学大学院が，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力

があると認めた者で 24 歳に達した者 

第２９条 本学大学院の入学志願者は，所定の書類に受験料を添えて，これを所定の期日

までに提出しなければならない。 

第３０条 本学大学院の入学試験に関することは，別に定める。 

第３１条 入学を許可された者は，指定の期日までに保証人連署の誓約書に，別に定める

入学金を添えて提出しなければならない。 

２ 前項に定める手続を期間内に終了しない者は，入学を許可しない。 

第３２条 前条第１項の保証人は，確実に保証人としての責任を果たし得る者でなければ

ならない。 

２ 保証人が死亡その他の理由でその責務を果たし得なくなった場合には，直ちに新たな

保証人を届け出なければならない。改姓又は転居した場合も同様とする。 

第３３条 退学又は休学をしようとする者は，保証人連署で願い出なければならない。 

２ 引き続いて休学できる期間は，原則として１年以内とし，休学期間は在学期間に算入

しない。 

３ 退学又は休学した者は，願により再入学又は復学を許可することがある。 

４ 休学した者が休学期間終了後２か月以内に復学願を提出しないときは除籍する。 

５ 休学期間が１学期全期間にわたる休学者は，１学期につき 25,000 円の休学在籍料を

納入しなくてはならない。 

第３４条 本学大学院が教育上有益と認めたときは，学生が国内外の大学院に留学するこ

とを認めることがある。 

２ 留学に関する規程は，別にこれを定める。 

第３５条 本学大学院の学生で，他の大学院に転学を志望する者は，保証人連署の上で願

い出なければならない。 

第３６条 研究科における転科・専攻の変更は，当該学生の所属研究科及び受入研究科の

研究科教授会が認めた場合，許可することがある。 

第３７条 他の大学院の学生が所属の大学学長又は研究科長の承認を得て，本学大学院に

転学を志願するときは，年度の始めに限り大学院運営委員会で選考の上，その入学を許

可することがある。 

第１０章 学費 

第３８条 授業料，入学金その他の学費は，別表３のとおりとする。 

第３９条 削除 

第４０条 授業料その他の学費は，所定の期日までにこれを納入しなければならない。 

２ いったん納付した授業料及びその他の納付金は，事由のいかんにかかわらず返却しな

い。 

３ 授業料その他の学費を所定の期日までに納付しない者は，除籍する。ただし，正当な

https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/2026/03/f489e1efd4f1f3cf0b317a74a4f4763a.pdf
喜友名 浩史
下線



事由により授業料及びその他の納付金の一部若しくは全額を延納しなければならない

ときは，保証人の承諾を得た上で，願により許可を得なければならない。 

４ 除籍された者は，願により復籍を許可されることがある。 

第１１章 賞罰 

第４１条 本学大学院在学中，学業・人物共に特に優れた者又は教科外活動でその活動が

顕著な者に対して，別に定めるところにより表彰する。 

第４２条 本学大学院学生として特に善行のあった者に対して表彰する。 

第４３条 学則及び学生諸規則に違反し，学生の本分に反する者に対しては，懲戒委員会

の議を経て学長はこれを懲戒する。 

２ 懲戒は，戒告，停学，退学の３種とする。 

３ 次の各号の一に該当する者に対しては，退学を命ずる。 

(１) 性行不良で改善の見込みがないと認められた者 

(２) 学力劣等で成業の見込みがないと認められた者 

(３) 正当な理由なしに出席が常でない者 

(４) 大学の秩序を乱し，その他学生としての本分に反した者 

４ 懲戒委員会の規程は，別にこれを定める。 

第１２章 教員組織 

第４４条 本学大学院における授業及び研究指導の担当教員は，本学大学院教員資格を有

する教員をこれに当てる。大学院教員資格審査に関する規程は，別にこれを定める。  

第１３章 運営組織 

第４５条 教育課程の編成及びその他研究科運営に関する事項等並びに学長が決定を行う

に当たって意見を述べる次の事項を審議するために，各研究科にそれぞれ教授会を設け

る。 

(１) 学生の入学及び課程の修了 

(２) 学位の授与 

(３) その他教育研究に関する重要な事項で，教授会の意見を聴くことが必要なものと

して学長が定めるもの 

２ 教授会の規程は，別にこれを定める。 

第４５条の２ 大学院運営に関する重要事項等を審議するために，大学院運営委員会を設

ける。 

２ 大学院運営委員会の規程は，別にこれを定める。 

第４５条の３ 本学大学院は，その教育研究上の目的を達成するため，教員及び事務職員

等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。 

２ 本学大学院は，教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図るため，教員及び事務

職員等相互の適切な役割分担及び連携体制を確保し，組織的な教育が行われるよう特に

留意するものとする。 

第１４章 研究指導施設 

第４６条 本学大学院に学生研究室を設ける。 

２ 学部及び研究所の施設は，必要に応じ，学生の研究及び指導のため用いることがある。 

３ 文学研究科コミュニケーション学専攻の教育及び研究施設として「東海大学心理教育



研究センター心理教育相談室」を設ける。 

第１５章 厚生保健施設 

第４７条 本学大学院学生は，大学の厚生施設を利用することができる。 

第４８条 本学大学院学生は，大学の保健施設を利用することができる。 

第４９条 本学大学院学生は，大学が行う定期健康診断を受けなければならない。 

第１６章 委託生，聴講生，科目等履修生，研究生 

第５０条 本学大学院に委託生，聴講生，科目等履修生，研究生を置き，その規程は，別

に定める。 

付 則 

１ この学則は，昭和 38 年４月１日から施行する。 

２ この学則に特別の規定のないことについては，東海大学学則を準用する。 

３ 第 22 条第２項に定める高等学校教諭専修免許状の免許教科のうち地理歴史及び公民

については，平成６年４月入学者よりこれを適用する。 

４ 平成 18 年度以前に入学した学生については，旧学則（平成 18 年４月１日付改訂）を

適用する。 

５ 学則第 20条の第５項については，旧学則（平成 15 年４月１日付改訂）により平成 15

年度に入学した学生についても適用する。 

６ 平成 23 年度以前に入学した工学研究科情報通信制御システム工学専攻，経営工学専

攻の学生については,修了するまで旧学則（平成 23 年４月１日付改訂）を適用する。 

７ 芸術工学研究科については，平成 25 年４月より学生募集を停止し,在学生の修了をも

って廃止する。平成 24 年度以前に入学した芸術工学研究科の学生については，修了する

まで旧学則（平成 24年４月１日付改訂）を適用する。 

８ 開発工学研究科，理工学研究科電子情報工学専攻については，平成 26 年４月より学生

募集を停止し，在学生の修了をもって廃止する。平成 25 年度以前に入学した開発工学研

究科，理工学研究科電子情報工学専攻の学生については，修了するまで旧学則（平成 25

年４月１日付改訂）を適用する。 

９ 海洋学研究科海洋工学専攻，水産学専攻，海洋科学専攻，海洋生物科学専攻について

は，平成 27 年４月より学生募集を停止し，在学生の修了をもって廃止する。平成 26年

度以前に入学した海洋学研究科海洋工学専攻，水産学専攻，海洋科学専攻，海洋生物科

学専攻の学生については，修了するまで旧学則（平成 26 年４月１日付改訂）を適用す

る。 

10 工学研究科情報理工学専攻，電気電子システム工学専攻，応用理学専攻，光工学専攻，

工業化学専攻，金属材料工学専攻，建築学専攻，土木工学専攻，機械工学専攻，航空宇

宙学専攻については，平成 28 年４月より学生募集を停止し，在学生の修了をもって廃止

する。平成 27 年度以前に入学した工学研究科情報理工学専攻，電気電子システム工学専

攻，応用理学専攻，光工学専攻，工業化学専攻，金属材料工学専攻，建築学専攻，土木

工学専攻，機械工学専攻，航空宇宙学専攻の学生については，修了するまで旧学則（平

成 27 年４月１日付改訂）を適用する。 

11 国際地域学研究科国際地域学専攻，理工学研究科環境生物科学専攻については，平成

28 年４月より学生募集を停止し，在学生の修了をもって廃止する。平成 27 年度以前に



入学した国際地域学研究科国際地域学専攻，理工学研究科環境生物科学専攻の学生につ

いては，修了するまで旧学則（平成 27年４月１日付改訂）を適用する。 

12 産業工学研究科生産工学専攻，情報工学専攻，社会開発工学専攻については，平成 29

年４月より学生募集を停止し，在学生の修了をもって廃止する。平成 28 年度以前に入学

した産業工学研究科生産工学専攻，情報工学専攻，社会開発工学専攻の学生については，

修了するまで旧学則（平成 28 年４月１日付改訂）を適用する。 

13 別表３における文学研究科コミュニケーション学専攻の授業科目の変更は，令和２年

４月１日から施行し，平成 30 年度及び平成 31年度の入学生に遡及して適用する。 

14 地球環境科学研究科地球環境科学専攻については，令和３年４月より学生募集を停止

し，在学生の修了をもって廃止する。令和２年度以前に入学した地球環境科学研究科地

球環境科学専攻の学生については，修了するまで旧学則（令和２年４月１日付改訂）を

適用する。 

15 令和３年４月に実施する改組改編に伴い，次の専攻の収容定員は第 11 条の規定にか

かわらず，令和３年度以降は次のとおりとする。 

■令和３年度より学生募集を停止する専攻 

研究科・専攻 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地球環境科学研究科地球環境科学専攻 20 10 0 

■令和３年度に開設する専攻等    

研究科・専攻 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

体育学研究科体育学専攻（博士課程後期） 3 6 9 

■令和３年度に定員を変更する専攻等    

研究科・専攻 令和３年度 令和４年度 

体育学研究科体育学専攻（博士課程前期） 35 40 

付 則（令和５年４月１日） 

この学則は，令和５年４月１日から施行する。 

16 健康科学研究科看護学専攻及び保健福祉学専攻については，令和５年４月より学生募

集を停止し，在学生の修了をもって廃止する。令和４年度以前に入学した健康科学研究

科看護学専攻及び保健福祉学専攻の学生については，修了するまで旧学則（令和４年４

月１日付改訂）を適用する。 

17 令和５年４月に実施する改組改編に伴い，次の専攻の収容定員は，第 11条の規定にか

かわらず次のとおりとする。 

■令和５年度より学生募集を停止する専攻 

研究科・専攻 令和５年度 令和６年度 

健康科学研究科看護学専攻 10 0 

健康科学研究科保健福祉学専攻 10 0 

■令和５年度に開設する専攻等   

研究科・専攻 令和５年度 令和６年度 

健康学研究科健康マネジメント学専攻 6 12 

医学研究科看護学専攻 8 16 

18 令和５年４月１日付改訂より，旧学則（令和４年４月１日付改訂）の別表３（各研究

科の専攻別授業科目及び単位数）及び別表４（第 16条の２に規定する大学院）は，学修

に関する規則に定める。 



付 則（2024年４月１日） 

この学則は，2024年４月１日から施行する。 

19 2024 年４月１日付改訂より，法令等の引用を除き，西暦を使用する。 

付 則（2025年４月１日） 

この学則は，2025年４月１日から施行する。 

付 則（2026年４月１日） 

この学則は，2026年４月１日から施行する。 

20 2026 年４月に実施する改組改編に伴い，次の専攻の収容定員は，第 11 条の規定にか

かわらず次のとおりとする。 

■2026 年度に開設する専攻  

研究科・専攻 2026 年度 2027 年度 

工学研究科情報理工学専攻 40 80 

■2026 年度に定員を変更する専攻 

研究科・専攻 2026 年度 2027 年度 

工学研究科電気電子工学専攻 70 40 

工学研究科応用理化学専攻 85 80 

工学研究科建築土木工学専攻 60 70 

工学研究科機械工学専攻 160 170 

情報通信学研究科情報通信学専攻 50 40 

 

 




